
■確認済事項

案件概要
適用される

環境ガイドライン
想定されるカテゴ
リ分類、分類根拠

全般的事項 公害関連 自然環境 社会環境

(事業目的)
本事業は、南北高速道路のうち、最優先路線であるベン
ルック～ロンタイン間（約57km）の高速道路を建設する
ことにより、ホーチミン市内の渋滞緩和、及びホーチミ
ン都市圏の交通需要増への対応を図り、もって南部地域
の経済成長促進・国際競争力強化に寄与するもの。

事業全体概要
1) 高速道路規格の橋梁及び道路（約57Km）、料金所及び
その他構造物の建設
2) コンサルティング・サービス（施工監理、環境モニタ
リング、住民移転モニタリング等）

円借款対象区間
1）二つの長大橋を含む約11Kmの区間、及びITS（高度道
路交通システム）の導入
2）コンサルティング・サービス（施工監理等）

国際協力機構 環境
社会配慮ガイドライ
ン（2010年4月公
布）

カテゴリA

ガイドラインに掲げ
る道路橋梁セクター
及び影響を及ぼしや
すい特性（大規模住
民移転）に該当する
ため

1）許認可
EIA報告書は、実施機関であるベトナム高速道路
公団（VEC）により作成され、ベトナム天然資源
環境省により2010年5月に承認済み。

2）住民協議
同国法制度及びADBセーフガードポリシーを満た
すべく、EIA報告書作成段階及びEIA報告書ドラフ
ト段階で住民協議を開催済み。EIA報告書の作成
にあたっては、これらの協議等で得られた要望や
意見を踏まえた緩和策や対応策が考慮された。

3）代替案
環境面、社会面及び経済面の観点から3案の道路
線形が比較され、環境・社会への影響が最小化さ
れるよう検討がなされた。

4）モニタリング
工事前、工事中、及び供用後に環境影響に関する
モニタリングが行われる予定。

1）大気質
－工事中の粉塵対策として、定期的な散水、コンクリー
ト及びアスファルト生成場所の住宅地からの隔離、建設
現場周辺への防塵フェンスの設置、資材輸送トラックの
カバー装備等が実施される予定。
－供用後は、高速道路利用による交通量の増加が予測さ
れるが、SO2、NO2、COの大気中濃度の予測値はベトナム
国環境基準値を満たす。粉塵の予測値については同基準
を超える見込みであるため、緩和策として、道路表面の
定期的な修復、車両規制等が行われる予定。

2）土壌・水質
事業地内には酸性硫酸塩土壌（ASS）が含まれている地
域がある。工事中の掘削に伴い日光によりASSが酸化さ
れることで水質に影響を及ぼす可能性があるため緩和策
として、掘削前の土壌分析、ASS露出防止のための土壌
被覆、硫酸塩水の石灰による中和等を行う予定。

3）騒音・振動
－工事中の騒音・振動対策として、作業時間の制限、騒
音や振動源となる作業場の設置場所の考慮等を行う予
定。
－振動に関しては、本事業による重大な影響は予見され
ない。
－騒音の予測値は同国の基準を満たすものの、国際基準
（世界銀行及び国際金融公社ガイドライン）を超える見
込みであるため、緩和策として、車両の騒音規制、交通
警察による定期的なモニタリング等が実施される予定。

1）保護区
事業対象地は保護区にはかからない。但し、
事業対象地から約12km離れた場所にはCan
Gio マングローブ保護林が存在しており、本
事業は当該保護区外の移行帯（transition
zone）を通過する予定。本事業の実施につい
てはCanGioマングローブ管理委員会により承
認済み。

2）生態系
事業対象地内に絶滅危惧種に該当する種の存
在は確認されていない。また、事業実施によ
り伐採されるマングローブ生息地（約
3.4ha）については、マングローブ再植計画
（MRP）が作成され再植される予定。

3）水象
事業地内の低地における高速道路や橋梁は洪
水や浸水等が起きないよう盛土が計画される
予定。また、土壌保全のため道路沿いには植
栽及び法面保護を行う予定。

1）用地取得・住民移転
－本事業全体では約362haの用地取得が必要
であり、被影響住民はおよそ2,558世帯、移
転住民は417世帯となる見込み。住民移転計
画（RP）に従い、全ての被影響住民に対し再
取得価格に基づき移転前に補償を行う予定。
また、事業前と比較し、被影響住民の生活水
準や収入機会が改善又は少なくとも維持でき
るよう補償及び支援が行われる予定。
－RP作成段階において住民協議を開催済み。
詳細設計後の最終版RP作成時に、再度住民協
議が開催される予定。
－被影響住民の苦情に対しては苦情処理メカ
ニズムが整備される予定。
－土地に対する補償は現金または土地によっ
て行われる予定。移転先地については候補地
が選定されており、最終版RP作成時に最終決
定される予定。
－住民移転進捗については、実施機関及び外
部モニタリング機関によりモニタリングを実
施予定。
－最終版RP作成後は、RP要約版が被影響地区
において情報公開され、RP要約版及び住民移
転に関するパンフレットが被影響住民に配布
される予定。また、モニタリング報告書は
ADBのウェブサイトで公開される予定。

2）少数民族・先住民族
事業対象地内に少数民族及び先住民族の存在
は確認されていない。

3）生活・生計
被影響住民に対して事業地周辺の工業地帯に
おける優先的雇用等の生計回復支援を予定。

■ 環境レビュー方針

全般的事項 公害関連 自然環境 社会環境

1）許認可
－EIA報告書承認の附帯条件
－EIA報告書承認の有効期間
－EIA報告書のベトナムにおける情報公開状況
－EIA報告書以外に、同国法上必要な許認可の有
無

2）住民協議
住民協議開催のための住民への周知方法

3）モニタリング
－現地ステークホルダーに対するモニタリング結
果の情報公開項目
－工事中及び供用後における環境管理計画
（EMP）及びモニタリング実施体制
－JICA報告用モニタリングシート項目

1)公害に係る全般事項
－予見される環境影響に対する緩和策の実現可能性(予
算、具体的計画等)
－環境モニタリング項目、頻度、場所等

2）土壌・水質
円借款対象区間におけるASSが含まれる区間の特定、及
び緩和策の実現可能性（予算、具体的計画等）

1）保護区
移行帯における開発可能の根拠

2）生態系
－円借款事業対象地域における被影響マング
ローブ生息域位置
－マングローブ再植に関するモニタリング内
容
－マングローブ以外の森林伐採の規模、緩和
策

1）用地取得・住民移転
－円借款対象区間で発生する用地取得規模、
被影響住民数、及び移転住民数
－RPに沿った住民移転手続きの今後のスケ
ジュール
－移転先候補地、及び移転先整備に係る自
然・社会影響
－外部モニタリングを含む住民移転実施体制
－モニタリング報告書の国内情報公開場所
－JICA報告用モニタリング項目
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